
★保育園等は…

お仕事などでご家庭での保育が難しいお子さんを

保護者に代わって保育する場所です。

★ご家庭で一緒に過ごせる日や時間には…

お子さんと一緒に過ごす時間を大切にしましょう。
ご家庭で保護者と一緒に生活することで、

子どもの心や情緒が安定し、興味や関心が深まります。
【例】認定事由が就労の場合

利用時間の原則は…

「勤務時間＋通勤時間」

◆ お仕事の帰りにお買い物に寄ってから、お子さんのお迎えにいく

◆ 上のお子さんの習い事の送迎や行事に参加するため、下のお子さんを預ける

＊やむを得ず預ける場合には送迎・行事が終わり次第お迎えのご協力を

お願いします。

◆ 休暇等で時間に余裕があっても、お子さんを預ける

保育園等は、原則、認定された事由以外では利用できません。また、認定された保育必要量
に応じた利用時間であっても、ご家庭で一緒に過ごせるときは早めのお迎え等にご協力ください。

次のように保育園等をご利用いただくよう、ご協力ください。

育児休業中に上のお子さんを保育園等に預けている方は、ご家庭で一緒に過ごす時間を

増やすため、可能な範囲で早めのお迎えをご検討ください。

＊下のお子さんのお世話により、上のお子さんと一緒に過ごす時間が少なくなると

思います。上のお子さんと過ごす時間を積極的につくるよう心がけましょう。
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配置基準があり、在籍児童数に合わせて保育士を配置していますが・・・

子どもと一緒に楽しく遊んでいるだけ、と思われがちですが・・・

3歳未満児の保護者の方には保育料を納めていただいておりますが・・・


